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介
護
支
援
専
門
員
の
更
新
制
度
及
び
処
遇
確
保
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
需
要
が
増
加
す
る
一
方
、
介
護
支
援
専
門
員
（
以
下
「
ケ

ア
マ
ネ
」
と
い
う
。
）
の
従
事
者
数
は
横
ば
い
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
後
十
年
以
内
に
担
い
手
が
急
減
す
る
こ
と
が
厚
生

労
働
省
の
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
係
る
諸
課
題
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 

 

検
討
会
の
中
間
整
理
（
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
）
で
は
、 

 

「
高
齢
者
が
抱
え
る
課
題
が
複
雑
化
・
複
合
化
し
て
お
り
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割
の
重
要
性
は
増
大
し
て
い
る
」 

 

「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
従
事
者
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
人
材
確
保
・
定
着
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
」 

 

「
他
産
業
・
同
業
他
職
種
に
見
劣
り
し
な
い
処
遇
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
」 

と
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
方
で
、
現
場
の
ケ
ア
マ
ネ
か
ら
は
、
報
酬
の
低
さ
・
過
重
業
務
に
加
え
、
法
定
更
新
研
修
の
時
間
的
・
経
済
的
負
担
に
よ

り
業
務
を
続
け
る
こ
と
が
困
難
だ
と
の
意
見
が
多
い
。 

 

大
石
あ
き
こ
事
務
所
が
令
和
七
年
九
月
に
実
施
し
た
ケ
ア
マ
ネ
実
態
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
（
有
効
回
答
約
四
百
件
）
（
以
下
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「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。 

 

現
場
の
声
（
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
抜
粋
） 

 

・
更
新
研
修
が
時
間
と
費
用
の
負
担
に
な
っ
て
お
り
、
人
材
流
出
の
最
大
要
因
に
な
っ
て
い
る 

 

・
他
の
国
家
資
格
に
な
い
更
新
制
度
を
な
ぜ
続
け
る
の
か 

 

・
更
新
研
修
の
た
め
に
休
み
を
取
ら
ざ
る
を
得
ず
、
仕
事
と
両
立
で
き
な
い 

 

・
報
酬
が
低
す
ぎ
て
生
活
で
き
な
い
。
主
任
資
格
を
取
っ
て
も
手
取
り
が
変
わ
ら
な
い 

 

・
処
遇
改
善
を
最
優
先
に
。
書
類
業
務
が
多
す
ぎ
て
現
場
が
疲
弊
し
て
い
る 

 

・
資
質
向
上
は
重
要
だ
が
、
更
新
制
度
と
は
切
り
分
け
て
ほ
し
い 

 

・
国
家
資
格
化
し
、
他
職
種
と
同
等
の
地
位
と
報
酬
を 

 

・
ケ
ア
マ
ネ
不
足
で
担
当
を
多
く
持
た
ざ
る
を
得
な
い
が
、
多
く
持
つ
と
研
修
の
時
間
が
取
れ
ず
、
報
酬
単
価
も
減
ら
さ
れ

る
悪
循
環
に
な
っ
て
お
り
、
続
け
ら
れ
な
い 

 

こ
れ
ら
の
声
は
、
制
度
の
限
界
を
訴
え
る
現
場
か
ら
の
警
鐘
で
あ
り
、
抜
本
的
な
見
直
し
が
急
務
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。 



 

３ 

 

一 

他
の
医
療
・
福
祉
の
国
家
資
格
に
は
存
在
し
な
い
更
新
制
度
を
ケ
ア
マ
ネ
に
の
み
義
務
づ
け
て
い
る
合
理
的
理
由
を
示
さ

れ
た
い
。
現
場
で
は
「
更
新
研
修
が
離
職
の
最
大
要
因
」
と
の
指
摘
が
多
数
あ
り
、
制
度
の
持
続
性
を
損
な
っ
て
い
る
。 

二 

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
の
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
で
も
更
新
研
修
の
負
担
を
課
題
と
し
、
「
更
新
研
修
の
受

講
を
要
件
と
し
た
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
の
更
新
の
仕
組
み
は
廃
止
」
と
い
う
方
向
性
も
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
更
新
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

法
定
研
修
は
資
質
向
上
の
た
め
と
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
自
治
体
任
せ
で
は
な
く
、
研
修
を
無
償
に
す

る
な
ど
国
に
よ
る
支
援
が
必
要
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

検
討
会
の
中
間
整
理
は
「
他
産
業
・
同
業
他
職
種
に
見
劣
り
し
な
い
処
遇
の
確
保
」
を
求
め
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も

「
報
酬
が
低
す
ぎ
て
生
活
で
き
な
い
」
「
担
当
件
数
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
収
入
が
上
が
ら
な
い
」
と
の
声
が
圧
倒
的
で
あ

る
。
人
材
の
確
保
の
た
め
に
も
、
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
臨
時
の
報
酬
改
定
を
行
う
べ
き

で
は
な
い
か
。
ど
の
よ
う
に
処
遇
の
確
保
を
行
う
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


